
第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

パブリックコメント実施結果調書
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別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

1

３ページ

（２）都市
計画法
上の位
置づけ

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　「近隣の太田市とともに」とあるが邑
楽町も含めるべきではないか。

　当該文章は、都市計画法上の位置づ
けを記載しております。大泉町は、「太
田都市計画区域」に指定されており、
邑楽町は、「館林都市計画区域」に指
定されております。県が定めている都
市計画区域が異なりますので、邑楽町
は含めておりません。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

2

４ページ

■将来
像

公共交
通機関
の利便
性向上

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　現認識はどうか。町民の感想は？

　当該ページは、一部改訂前の都市計
画マスタープランの概要を記載してお
ります。
　公共交通につきましては、本町の課
題として、更に利便性向上に取り組む
必要があると認識しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-２-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

3

４ページ　

■将来フ
レーム

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　２０２０年人口３９，００５人、２０３０年
人口３５，７１５人となっているが、人口
減少はこれでいいのか。現在の４万人
を維持、上乗せするには。

　当該ページは、一部改訂前の都市計
画マスタープランの概要を記載してお
ります。
　一部改訂後の人口推計は、「大泉町
人口ビジョン（令和２年３月改訂）」に基
づき、設定し、４１ページに記載してお
ります。
　本都市計画マスタープランは、都市
計画法第１８条の２に基づき、町の都
市計画に関する基本的な方針を定め
るものです。そのため、将来人口につ
いては、都市計画を進めるための指標
として取り扱うものです。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

3

４ページ

将来フ
レーム

第二次大泉町都市計画マス
タープランの概要

一部改訂前の第二次大泉町
都市計画マスタープランの概
要

一部改訂後の概要
と誤って認識しな
いようにするため。

-３-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

4
８ページ

（３）沿革

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　平成１６年邑楽町・千代田町と合併協
議会（平成１６休止）、平成２０年太田
市との合併協議会（平成２１解散）、邑
楽町・千代田町との協議会との再開の
方向にあるのか。基本的に現状のまま
でよいと考えるが、合併の利便性は何
か。

　本都市計画マスタープランは、都市
計画法第１８条の２に基づき、町の都
市計画に関する基本的な方針を定め
るものです。そのため、これまでの町の
移り変わりを記載したものであり、今後
の市町村合併の方向性や利便性につ
いては、記載しておりません。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-４-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

5

９ページ

（１）人
口・世帯
数

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　外国人人口増加７９６４人（１９％）、
平成２７年２．２８人/世帯、単身者の増
加、行政上の対応は見合っているの
か。

　ご意見の内容については、町の現況
のことについて記載しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-５-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

6
14ページ　

（３）工業　

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　平成１１年１８７事業所、平成３０年８
８事業所と、（事業所数）減小の見通し
の理由は、労働者の働き口との関係で
どうか。

　ご意見の内容については、町の現況
のことについて記載しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-６-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

7
15ページ　

（４）商業

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　商店数３１２店（平成２８年度）、中小
商店の減小と大型店舗の増加をどう見
るのか。

　ご意見の内容については、町の現況
のことについて記載しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-７-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

8

30ページ

町の現
況のまと
め　

人口・世
帯数

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　平成２７年の高齢化率２０．７％、１５
才未満１３％、対応については高齢者
施設の増加、特に特別養護老人ホー
ムの増加についてどう見るのか。

　ご意見の内容については、町の現況
のことについて記載しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-８-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

9

33ページ

（４）環境
に配慮し
た社会
形成　

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　循環型社会の実現の具体的施策
は。

　ご意見の内容については、本都市計
画マスタープラン53ページ｢２）環境負
荷の小さい快適な交通体系の構築｣と
55ページ｢（３）下水道・河川の整備方
針｣に記載しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-９-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

10

33ページ　

（４）環境
に配慮し
た社会
形成

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　大型台風の増加と豪雨の原因をどう
見るのか。

　本都市計画マスタープランは、都市
計画法第１８条の２に基づき、町の都
市計画に関する基本的な方針を定め
るものです。そのため、大型台風の増
加と豪雨の原因について、記載してお
りません。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１０-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

11

39ページ　

（３）都市
基盤未
整備地
区への
対応

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　環境負荷の少ないライフスタイル、具
体的な行動、啓もう活動はどうしていく
のか。

　当該ページは、｢都市基盤未整備地
区への対応｣を記載しております。
　都市基盤未整備地区への対応につ
いては、土地区画整理事業の支援や
地区計画の策定などを促進すること
で、環境負荷の低減に配慮したまちづ
くりを啓発してまいります。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１１-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

12

40ページ

（２）都市
の将来
像

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　地域環境に配慮した街づくりの、具体
的イメージを。

　該当文章は、｢地域環境に配慮した
事業や安全安心なまちづくり｣と記載し
ております。
　なお、その内容については、同ペー
ジに明記しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１２-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

13

40ページ

（２）都市
の将来
像

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　公共交通の利便性の向上を。

　ご意見の内容については、本都市計
画マスタープラン53ページ｢２）環境負
荷の小さい快適な交通体系の構築｣に
記載しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１３-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

14

41ページ

（３）将来
人口フ
レームの
設定

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　人口の減少は、なぜ想定されるの
か。

　「大泉町人口ビジョン（令和２年３月改
訂）」に基づき、設定しております。
　なお、大泉町人口ビジョン（令和２年３
月改訂）において、少子高齢化や転出
入の動向を踏まえてシミュレーションを
行っております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１４-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

15

42ページ　

①都市
活動拠
点

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　都市活動拠点として、医療福祉が挙
げられると思うけれど、医療について
は拠点となる医療機関がない。
　日曜の内科、外科の対応について
は、太田市や邑楽町はないのはなぜ
か。唯一、入院ベッドのある蜂谷病院
の関わりは、問題があると思う。また、
産婦人科、心療内科、耳鼻科のクリ
ニックがないのはどう考えるのか。特
に、こころの病気に対応する医療機関
は必要ではないか。

　都市活動拠点につきましては、町が
特定の医療機関を設置する内容では
なく、用途地域等の規制誘導により、
医療を含めた都市機能の集積・高度化
を図ることを意味しております。
　また、本都市計画マスタープランは、
都市計画法第１８条の２に基づき、町
の都市計画に関する基本的な方針を
定めるものです。そのため、具体的な
診療科等について、記載しておりませ
ん。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１５-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

16

44ページ　

①住居
系ゾーン

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　良好な住宅地の確保について、具体
的にどこか。

　住宅地の確保については、土地利用
を誘導し、民間による良好な住宅地の
確保を促進する住居系ゾーン全体を想
定しています。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１６-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

17

44ページ　

②商業
系ゾーン

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　商業利用の向上は、今は車を使って
となっているが、（旧３５４）の商業施設
をどう図るか。

　ご意見の内容については、本都市計
画マスタープラン44ページ｢②商業系
ゾーン｣と53ページ｢④バス交通のサー
ビス水準の向上｣に記載しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１７-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

18

47ページ　

（１）土地
利用の
方針

１）住宅
地

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　集合住宅の立地（について、）３F建て
くらいでもエレベーターを（設置し、）ま
た、古い町営住宅の建て替え（を行っ
てほしい）。

　本都市計画マスタープランは、都市
計画法第１８条の２に基づき、町の都
市計画に関する基本的な方針を定め
るものです。そのため、集合住宅のエ
レベーター設置や町営住宅の建て替え
については、記載しておりません。
　古い町営住宅の建て替えについての
ご意見は、要望として承りました。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-１８-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

19

53ページ　

⑤鉄道
交通の
サービス
水準の
向上

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　東武小泉線は、現在の利用状況から
いって増加（便）するのは無理では？

　ご意見のとおり、運行本数の増便は
難しい状況であると考えます。しかしな
がら東武小泉線は、本町の唯一の鉄
道となっておりますので、鉄道利用者
の増加に向けた啓発活動に協力する
とともに、今後も運行本数の増便など、
利便性向上のため、要望活動等を行っ
てまいりたいと考えます。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

19

53ページ　

鉄道交
通の

サービス
水準の
向上

鉄道の利便性の向上を図る
ため、東武小泉線の運行本
数の増便などを関係機関に
要請します。

本町の唯一の鉄道である東
武小泉線について、関係機
関に対して、利用者増加に
向けた啓発活動等に協力す
るとともに、運行本数の増便
など、利便性向上等の要望
を行います。

運行本数増便など
鉄道の利便性向上
を図るためには、
鉄道利用者の増加
も必要であるた
め。

-１９-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

20

54ページ

３）自然
地・農地
の活用　

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　休泊川、新谷田川について、今年（昨
年の台風）のような状況をふまえ、急い
で取り組むべきか。

　ご意見の内容については、本都市計
画マスタープラン55ページ｢２）治水対
策の推進｣、｢３）河川の管理体制の強
化｣に記載しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-２０-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

21

56ページ　

３）防犯
性の高
い市街
地の実
現

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　防犯カメラの設置（をして欲しい）
　防犯カメラの設置につきましては、要
望として承りました。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-２１-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

22

57ページ　

１）景観
拠点の
形成

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　西小泉駅周辺の景観づくりを進める
必要性あり。

　ご意見の内容については、同ページ｢
１）景観拠点の形成｣に記載しておりま
す。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-２２-



別記様式第４号（第６条関係）

内線
241

23件 1人

1　いただいた「ご意見等」・「町の考え方」の内容

23

60ページ　

（３）住民
主体の
まちづく
りを進め
るために

２　いただいたご意見等に基づき、素案を修正した内容

住所：大泉町日の出５５番１号

0276-63-3111　(内線241) ファクシミリ

tosiseibi@town.oizumi.gunma.jp

パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 第二次大泉町都市計画マスタープラン（一部改訂版）(素案)について

意見等の募集期間 令和２年１０月１３日から令和２年１１月１５日まで

意見等の受付件数 (郵便0人・FAX0人・E-Mail0人・持参1人）

　行政だけが考え進めるのではなく、
開発予定地周辺に住む住民の声を反
映させたものに。

　ご意見の内容については、本都市計
画マスタープラン50ページ｢（３）市街地
の整備方針｣に記載しております。

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

大泉町役場 都市建設部 都市整備課 都市開発係

〒370-0595 ２階　　　１１番　窓口

電話：  　　　0276-63-3921

電子ﾒｰﾙ：

実施担当部署 都市建設 部 都市整備 課

番号
ご意見等
の箇所

提出いただいたご意見等の概要 町の考え方

番号
ご意見等
の箇所

変更前 変更後 変更した理由

変更はございません

-２３-


